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令和３年第５回教育委員会会議議事録 

 
１ 開催日時  

令和３年４月28日(水) 午後４時00分～午後４時32分 

 

２ 開催場所  

教育委員会会議室 

 

３ 出 席 者  

       教 育 長      菅野 勇次 

  教育委員 教育長職務代理者 小尾 一彦 

       委  員     岩谷 史人 

       委  員     國安  環 

       委  員     東 みどり 

  事 務 局 教育部長     山端 広和 

       学校教育課長   西田 建司 

生涯学習課長   石田 晋一 

図書館長     天羽  徹 

給食センター所長 鯨岡  健 

総務係長     山田 慎一 

学校教育係長   酒井 貴範 

学校教育推進員  式見 貴美穂 

         梶原 源基 

         佐藤 充弘 

 

４ 議  事  

承認第３号 専決処分した事件の承認について 

      （要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助の認定について） 

 

承認第４号 専決処分した事件の承認について 

      （幕別町教育研究所副所長及び所員の任命について） 

 

報告第６号 幕別町立学校職員の懲戒処分について 

 

議案第23号 幕別町学校運営協議会委員の任命について 

 

議案第24号 幕別町図書館協議会委員の委嘱について 

 

議案第25号 要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助の認定について 

 

５ 議事概要 次のとおり 

菅野教育長 ただ今から、第５回教育委員会会議を開会いたします。 

     本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

     日程第１、会期の決定についてお諮りいたします。会期は、本日１日限りとすることにご 

     異議ありませんか。 
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     （異議なし） 

菅野教育長 異議なしと認め、会期は本日１日限りと決しました。 

     次に、日程第２、会議録署名委員の指名についてであります。本日の会議録署名委員に、 

    ２番東委員、４番小尾委員を指名いたします。 

     次に、日程第３、前回会議録の承認でありますが、第４回教育委員会会議について別紙会 

    議録のとおりでご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

菅野教育長 異議なしと認め、第４回教育委員会会議録を承認いたしました。 

     次に、日程第４、事務報告についてお願いいたします。 

  教育部長（山端 広和） 成人式の延期について報告を申し上げます。事務報告資料１をご覧く

ださい。 

この資料は町のホームページにアップしている内容になりますが、記載のとおり本年の成

人式につきましては、１月開催を延期し５月２日の開催に向け準備を進めていたところであ

りますが、道外のまん延防止等重点措置の適用地域が増加傾向にあること、また道内におい

ても感染者が増加している状況を踏まえ、去る４月20日に理事者と協議するとともに、式典

の企画運営を担っていただいている実行委員会の方々とも相談をさせていただき、再度、延

期することで決定いたしました。 

再延期の日程については、１月の開催も検討いたしましたが、女性は着付けが伴うことか

ら、帯広市内の取扱店にも状況を確認したところ、１月開催は令和４年成人者と重なり、振

袖の確保が難しくなることや、それに伴う保護者負担を考慮し、できるだけ参加しやすい年

内の３連休での日程を検討し、９月19日に再延期することとしたところであります。 

なお、延期後の９月に参加できない方もいることから、予定していた５月２日、午前10時

から15時までの間、百年記念ホール大ホールのステージで記念写真撮影ができるよう準備を

進め、成人対象者にも連絡しているところであります。以上で、事務報告を終わります。 

  菅野教育長 説明が終わりました。事務報告について、何か質疑等ございませんか。 

     （ありません） 

  菅野教育長 質疑がないようですので、次に議件に入ります。 

     次に、日程第５、承認第３号、専決処分した事件の承認について、要保護・準要保護児童

生徒に対する就学援助の認定につきましては、プライバシー保護のため「秘密会」といたし

ます。これにご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

  菅野教育長 異議なしと認め、秘密会といたします。 

   菅野教育長 秘密会を解きます。 

      次に、日程第６、承認第４号、専決処分した事件の承認について、幕別町教育研究所副所

長及び所員の任命について説明を求めます。 

   学校教育課長（西田 建司） 承認第４号「専決処分した事件の承認について」ご説明申し上げ

ます。議案書は３ページになります。 

幕別町教育研究所副所長及び所員の任命につきましては、議案書３ページ後段に記載のと

おり、幕別町教育研究所規程第５条の規定に基づき、任命するものでありますが、会議を開

く暇がありませんでしたので、令和３年４月１日付けで、専決処分をさせていただきました

ので報告をし、承認を求めようとするものであります。 

幕別町教育研究所につきましては、本町における教育の専門事項の調査研究と教職員研修

の企画等を行っております。任期は令和２年４月１日から２年間となっており、本年度は中

間年ではありますが、４月１日付けの教職員人事異動及び学校における校務分掌等の変更に

伴い、幕別町教育研究所規程第５条第２号の規定に基づき、副所長及び所員につきまして、

所長の推薦により、任命するものであります。 
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議案に記載のとおり、副所長には忠類小学校教頭の三寺康裕氏を、所員には幕別小学校教

諭の森田竜二氏、札内南小学校教諭の板花大輔氏、札内中学校教諭の杉山元英氏、札内東中

学校教諭の東拓氏、忠類小学校教諭の中山竜太氏、以上、副所長１名、所員５名を任命した

もので、このほか、任期中で継続となる所員は３名となっております。新たに任命いたしま

した、副所長及び所員の任期は、前任の残任期間となる令和３年４月１日から令和４年３月

31日までの１年間であります。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご承認のほ

どお願い申し上げます。 

   菅野教育長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。 

      （ありません） 

   菅野教育長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。 

      承認第４号について原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

      （異議なし） 

   菅野教育長 異議なしと認め、承認第４号につきましては原案のとおり承認しました。 

      次に日程第７、報告第６号、幕別町立学校職員の懲戒処分につきましては、プライバシー

保護のため「秘密会」といたします。これにご異議ありませんか。 

      （異議なし） 

   菅野教育長 異議なしと認め、秘密会といたします。 

   菅野教育長 秘密会を解きます。 

      次に、日程第８、議案第23号、幕別町学校運営協議会委員の任命について説明を求めます。 

   学校教育課長（西田 建司） 議案第23号「幕別町学校運営協議会委員の任命について」ご説明

申し上げます。議案書の５ページをご覧ください。 

幕別町学校運営協議会委員の任命について、幕別町学校運営協議会規則第３条の規定によ

り、任命するものでありますが、ＰＴＡの役員改選等により、欠員が生じたため、学園長か

ら新たに推薦のあった委員を任命するものであります。 

議案に記載のとおり、さつない学園の速水徹氏、小倉弘之氏、白木勝也氏、以上３名の委

員を任命するもので、任期は令和３年５月１日から、前任の残任期間であります、令和５年

１月31日までであります。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお

願い申し上げます。 

   菅野教育長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。 

      （ありません） 

   菅野教育長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。 

      議案第23号について原案どおり可決することに、ご異議ありませんか。 

      （異議なし） 

   菅野教育長 異議なしと認め、議案第23号については原案どおり可決しました。 

      次に、日程第９、議案第24号、幕別町図書館協議会委員の委嘱について説明を求めます。 

   図書館長（天羽 徹） 議案第24号、「幕別町図書館協議会委員の委嘱について」ご説明申し上

げます。議案書は６ページになります。 

図書館協議会委員につきましては、ページ後段に掲載しております「幕別町附属機関設置

条例」第４条の規定に基づき、別表の所掌事務にありますとおり、図書館の利用啓発等に係

る調査・研究及び図書館事業の推進に関することについて、意見を述べていただくことを所

掌の事務としており、同じく別表、委員の構成にありますとおり「識見を有する者」、「公

募による者」、「教育長が必要と認める者」の３つの区分により10名の方を委嘱しておりま

す。 

ページ中段の２つめの※印になりますが、このたび「識見を有する者」の区分により選出

の、幕別中学校の教頭でありました、中井哲委員が、人事異動により町外校に転出されまし

たことから、中井委員を解嘱し、後任といたしまして、幕別中学校の本間幸信教頭を委員と
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して委嘱しようとするものであります。委員の任期につきましては、条例第４条第３項によ

り、１つめの※印にありますとおり、前任者の残任期間であります本日令和３年４月28日か

ら令和５年１月15日までとなります。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。 

   菅野教育長 説明が終わりました。これより質疑をお受けいたします。 

      （ありません） 

   菅野教育長 質疑なしと認めます。お諮りいたします。 

      議案第24号について、原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

      （異議なし） 

   菅野教育長 異議なしと認め、議案第24号については原案どおり可決しました。 

      次に、日程第10、議案第25号、要保護・準要保護児童生徒に対する就学援助の認定につき

ましては、プライバシー保護のため「秘密会」といたします。これにご異議ありませんか。 

     （異議なし） 

  菅野教育長 異議なしと認め、秘密会といたします。 

   菅野教育長 秘密会を解きます。 

      議案については、以上となりますがこのほか、事務局からなにかございませんか。 

      （ありません） 

   菅野教育長 ないようですので、以上をもちまして、本日の日程が全て終了いたしましたので、

第５回教育委員会会議を閉じます。 

 


